
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告人指定代理人青木義人、同宇佐美初男の上告理由について。

　論旨は、原判決には刑事訴訟法二〇八条一項の解釈の誤り、ひいては審理不尽な

いし理由不備の違法があるというが、被上告人に対する本件勾留の継続が留置期間

の少くとも最後の五、六日間については違法といわねばならず、かつ、その五、六

日間の違法な留置が検察官の過失によるものであるとした原判決の判断は、その認

定判示の事実関係のもとで是認できて、その点に所論違法はない。

　従つて、論旨は、すべて採用できない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

　　　　　最高裁判所第二小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　奥　　　野　　　健　　　一

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　城　　　戸　　　芳　　　彦

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　石　　　田　　　和　　　外

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　色　　　川　　　幸　太　郎

　裁判官草鹿浅之介は病気につき署名押印することができない。

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　奥　　　野　　　健　　　一
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